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４月１３日（土）、委任状４４９、出席者４２名に
より総会成立要件を満足し、総会の開会を宣言後、議
事に入り、令和５年度の活動報告及び決算並びに監査
報告、令和６年度の役員の改選、事業計画及び予算の
各議案が原案通り異議なく承認されました。昨年同様、
今回もコロナウイルス感染防止のため、極力委任状に
よる採決を行う事とし、新旧の役員を主体とした必要
最小限の要員で実施し、無事終了致しました。ご協力
いただきました入間台自治会の皆様にお礼申し上げま
す。

第５０回入間台自治会定期総会無事終了
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9/15（日）

9/28（土）

10/6（日）

10/26・27

（土・日）
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12/初旬～中旬

2025年

1/19（日）

2/2（日）

3/16（日）

第50回入間台自治会 定期総会

区長・副区長全体会議

東金子スポーツ協会 親睦グラウンドゴルフ

大会（新久小）

第１回夏祭り実行委員会

市民清掃デー

第2回夏祭り実行委員会

◉入間市地域スポーツ交流大会

• 婦人バレーボール大会（市民体育館）

• 壮年ソフトボール大会（各地区グラウン

ド）

第３回夏祭り実行委員会

天王祭宵宮（かま跡公園）

天王祭本祭（龍円寺）

入間台納涼夏祭り 雨天順延（翌日）

入間台長寿祝賀会（敬老会） 於：東金子地

区センター

第１回秋祭り実行委員会

東金子スポーツ協会 第63回東金子スポー

ツ大会（新久小）

入間市万燈まつり

第2回秋祭り実行委員会

◉入間市地域スポーツ交流大会

• グラウンドゴルフ大会（黒須市民運動

場）

• ペタンク大会（黒須小グラウンド）

◉入間市地域スポーツ交流大会（黒須）

防災訓練

入間台秋祭り

◉第57回入間市駅伝競走大会（入間市博物

館周辺特設コース）

集会所・グランド大掃除

令和7年度 新班長会議

第17回 東金子スポーツ協会 ミニ駅伝大

会（新久小周辺コース）

◉第3７回彩の森クロスカントリー大会（彩

の森入間公園）

★文化福祉部長 高野 晋平★
令和６年度の文化福祉部長を務めさせていただきま

す高野と申します。普段も福祉に関わる仕事をしてお
りますので、文化福祉部でもその経験が少しでも役に
立つかなと思っております。超高齢社会と言われるよ
うな時代となって久しく、自治会によっては元気がな
い所も多い現実がありますが、子どもから高齢者の方
まで入間台にいたら元気になれるような楽しい行事運
営を目指して１年頑張りますので皆さんどうぞよろし
くお願い致します。

★体協部長 結城 聡★
体協部長を務めさせていただくことになりました。

体協メンバーと共に１年間皆様のお役に立てるよう頑
張ります。入間台にソフトボールチームがあることを
ご存じでしょうか？チームの高齢化・メンバー不足な
状況で、新メンバー募集しています。経験・男女・年
齢問いません。ご興味ある方いらっしゃればお声かけ
てください。

★環境衛生部長 山口 尚子★
本年度、環境衛生部長を務めさせていただきます３

２班の山口です。初めてのことで未熟な点が多々ある
と思いますが、皆様のお力添えをいただきながら、精
一杯頑張りたいと考えております。今年一年どうぞよ
ろしくお願いいたします。

★防犯交通部長 舟木 大和★
今年度、防犯交通部長になりました舟木です。入間

台に住んでまだ５年ほどの若輩者ですが、入間台団地
の防犯に努め、皆さんが安心して住めるように、防犯
交通部一同尽力して参ります。至らぬ点も多いと思い
ますが、よろしくお願い致します。

★会計部長 岩田 雅子★
令和6年度、会計部長を務めさせて頂きます26班の

岩田です。越してきてまだ3年くらいなので、わから
ないことも多く至らない点もあると思いますので、み
なさんにご協力してもらいながら頑張りますので、よ
ろしくお願いいたします。

新任部長のご挨拶

＜環境衛生部＞
◆ ４月７日実施の収益金は次の通りです。ご協力あ

りがとうございました。（収益金 31,870円＝売
却金 10,870円＋補助金 21,000円）

◆ ＜５月のスケジュール＞
・5月5日（日）自治会廃品回収
・5月23日（火）東金子地区区長会

令和６年度事業計画/入間台自治会等行事予定

入間台だより ５月号
ホームページ（http://irumadai.org）でもご覧頂けます

部局からのお知らせ

☜ホームページQRコード

まめ知識！いざというとき覚えておきたい
クーリング・オフ制度！！

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘など、思
いもよらず不意打ち的にやってきて、冷静な判断がで
きないまま交わしてしまった契約を、一定の期間内で
あれば無条件で解除できる制度です。販売業者に通知
することで、支払った代金は全額返金され、違約金や
返品の送料は発生しません。

8日
●訪問販売（キャッチセール含む）●電話勧誘販売●エステ・美
容医療●家庭教師●学習塾●パソコン教室●結婚相手紹介サービ
ス●訪問購入（押し買い）など
20日
●連鎖販売取引（マルチ商法）●内職商法●モニター商法など

クーリング・オフが可能な期間と取引の種類

クーリング・オフが不可のもの

×店舗・営業所での契約×通信販売×使用してしまった消耗品
×自動車×葬儀×訪問販売・電話勧誘販売で３千円未満の現金
取引の場合など

「クーリング・オフ」のやり方、消費生活の相談は消費

者ホットライン（局番なし）１８８電話しよう！
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